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京都市における安定ヨウ素剤の予防服用について 

 

１ 京都市で備蓄する安定ヨウ素剤 

(1)ＵＰＺ（３２．５㎞圏内）の住民用の備蓄 【国の指針に基づく備蓄のため，国の交付金により府から配分】 

ＵＰＺ内住民の予防服用に係る安定ヨウ素剤は，京都府が購入・確保しており，京都市のＵＰＺ

３地域（約１５０世帯３４０人分）の安定ヨウ素剤については，京都市へ配分されることとなって

いる。 

(2)ＰＰＡ（概ね５０圏内）の住民用の備蓄  【本市独自での備蓄】 

  現時点ではＰＰＡの概念（＊）及びＰＰＡにおける安定ヨウ素剤の配布・服用については国で検

討が続けられているところであるが，大飯原発から半径５０㎞圏内（ＰＰＡ）の左京区，右京区

及び北区の一部，およそ１５，０００人分の安定ヨウ素剤については，本市で備蓄することとし

ている。その保管場所等については，国の検討内容等を踏まえて，検討を進めていく。 
（＊）ＰＰＡ：放射性プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域。 

ＵＰＺ外においても，事故発生時に放出された放射線核種のうちプルーム通過時の放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばく

の影響が想定される地域（従前は「概ね５０㎞」と言われていたが，現在，原子力規制委員会において当該地域における具体

的な対応が検討されている。） 

 

２ 安定ヨウ素剤について 

(1)種 類        

国内で承認されている安定ヨウ素剤には，丸剤と粉末剤がある。 

ア 丸 剤【一般の医薬品】 

１０００丸／箱 （参考：１箱の寸法：縦１４５ｍｍ，横２０６ｍｍ，高１２３ｍｍ） 

イ 粉末剤【劇 薬】 

５００ｇ／本 又は２５ｇ／本 （＊府からの配分５００ｇ／本） 

(2)保管（備蓄）方法 

高温多湿を避け，遮光して保存する。 

保管に関しては，原則，劇薬の取扱いに準じる。（粉末剤は劇薬，丸剤は一般の医薬品） 

 

３ 安定ヨウ素剤（丸剤，粉末剤）の服用量 

(1)予防服用に対する規定量 

対象者 ヨウ化カリウム量（㎎） ヨウ化カリウム丸 

新生児 １６．３

生後１ヶ月以上３歳未満 ３２．５

３歳以上１３歳未満 １丸（５０㎎）

１３歳以上 ２丸（１００㎎）

(2)３歳児未満の乳幼児，小児，妊娠している者（胎児）・授乳婦に対する服用方法 

・３歳未満の乳幼児の服用にあっては，薬剤師等は粉末剤より調整した液状の安定ヨウ素剤を服用

することとなる。 

・３歳以上１３歳未満の小児は安定ヨウ素剤１丸，１３歳以上は２丸を服用する。 

・妊娠している者，新生児，授乳婦が服用した場合には，服用後の影響を観察する等，慎重な対応

が必要である。 
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４ 安定ヨウ素剤に関する注意事項 

(1)保管における注意事項 

・気密容器で室温及び遮光保存（開封後は湿気を避けて保存） 

・保管に関しては，原則，劇薬の取扱いに準じ，厳格に管理する。 

（粉剤は劇薬，丸剤は一般の医薬品） 

・厳格な管理，更新が必要（使用期限である３年毎に更新） 

(2)服用にあたっての留意事項 

・安定ヨウ素剤の予防服用に当たっては，副作用（じんましん，呼吸困難，血圧低下等）や禁忌者

（ヨウ素アレルギー等）等に関する注意を事前に周知し，対象の方は服用しないことが必要である。 

 ⇒医師，薬剤師等の医療関係者の関与のもとで服用すること必要がある。 

・安定ヨウ素剤の服用は，放射性ヨウ素以外の他の放射性核種に対しては防護効果が無い。 

・安定ヨウ素剤の防護効果のみに過度に依存せず，避難，屋内退避，飲食物摂取制限等の防護

措置とともに講ずることが大切である。 

・緊急時に投与・服用する場合は，精神的な不安などにより平時には見られない反応が認めら

れる可能性がある。 

・年齢に応じた服用量に留意する必要がある。特に乳幼児については過剰服用に注意する。 

 

 

５ 緊急事態における安定ヨウ素剤の予防服用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時モニタリングの結果，基準値５００μＳｖ/ｈ（又は２０μＳｖ/ｈ）を超える計測値を確認

大飯原発で緊急事態が発生 

関西電力は，国及び関係自治体（京都府，京都市など）に通報 

国が主体となって緊急時モニタリングを実施（国，関西電力及び関係自治体と連携） 

国は，数時間以内に避難（又は１日以内に一時移転）等の防護措置を実施する地域を特定し，

当該地域の住民の避難（又は一時移転）や安定ヨウ素剤の服用を判断し，自治体に服用を指示

自治体は，特定された地域の住民に安定ヨウ素剤を配布し，服用を指示。 

１日（又は１週間以内）を目処に住民を避難（又は一時移転）等させる。 


